
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和元年度

1 事業の成果

(1)国際協力活動

令和元年度は、ケニア共和国ナイロビ市内ソマ リア人難民居住区イスリー地区、ソマリアとケニア

の国境地域マンデラ、ソマ リア首都モガディシュ、イン ドネシア中部スラカルタやその他紛争やテ

ロの影響を受けている国や地域を対象として、暴力的過激派組織への加入防止と脱退促進を軸とす

る平和構築事業を展開した。

① ケニア事業部の取 り組み

> 首都ナイロビ・ソマリア人難民居住区イスリー地区における脱過激化・積極的社会復帰事業

「Movement with Gangs∞ rs」 において、現地調査の末、新たに収入創出プロジェク トを開始

した。即金性の高いスマホ修理技術を軸にしながら、営業を含むビジネススキルや 日標設定ま

でをサポー トする包括的なプログラムを組み、令和元年中に約 20名 へ提供 した。テス トラン

の段階にあり、今後の他国への展開も念頭に、プログラム内容の改善を継続的に行なった。

> 過去参加者に対するモニタリング・フォローアップ内容の見直しを行った。具体的には、再過

激化 リスクが高まった際に連絡 してもらえるタッチポイン ト継続のための定期連絡の改善や、

過激化・生活 レベルを月度で確認するモニタリング体制の見直しを行った。

> 現地 NGO登録や現地職員の雇用など、より本格的・継続的な活動のための基盤整備を実施 し

,.

② ソマリア事業部の取り組み

> 国連人間居住計画 (UN‐Habltat)と の了解覚書 (MOU:Memorandum of mderstanding)の

もとに、「マンデラにおける若者の過激化防止プロジェク ト」を実施機関 として担当した。約

1,500名 /年間の地域の若者を受け入れる規模のセンターであり、暴力的過激派組織に所属せず

に生きていくためのスキル トレーニングやライフスキル研修を担当した。

> ソマ リア政府 との協働で、イスラム過激派組織アル・シャバーブからの投降兵・逮捕者を対象

として彼 らの脱過激化・社会復帰を支援するDRRプロジェク トを開始 した。令和元年 9月 末

までに受入施設の建設・調達を実施 し、その後 10月 より実際の受入を開始 し、同年 3月 31日

までに約 60名 ヘプログラムを提供、そのうち 35名 が基準をクリアした上で釈放を迎えた。

> 国際連合 ソマ リア支援 ミッション (UNSOM)の武装解除と刑務所担当との連携 し、有事の際

の緊急退避オペ レーションの合同実施などを定めた。

③ インドネシア事業部の取り組み

> 暴力的過激派組織への過去参加者27名 への脱過激化・社会復帰支援の実施を、現地 NGOであ
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るLKLKと 合同で実施 した。イン ドネシアの上着のテロ組織ジェマ・イスラミヤや、外国人戦

闘員 として ISやアル・カイーダに所属 していた者を対象に、脱過激化セ ッションと社会復帰

セッションの 2種類を提供 して、彼 らの脱過激化・社会復帰を支援 した。

》 平成 30年度のプロジェク ト参加者を含めて、個別でのフォローアップのための家庭訪問や職

場訪間を実施 した。フォローアップの中で、経済苦や彼 らが所属する過激傾向の強いコミュニ

ティの存在などの課題が浮かび上がってお り、個々の事情に合わせた支援プログラムを組ん

で、少額の融資などのサポー トを行なつている。

> 首都ジヤカルタで暴力的過激主義者向けの刑務所 との連携可能性に関する調整を実施 した。ま

た、個別フオローアップを体系化する形で、マイクロファイナンスなどの支援の枠組みを形成

できないかを検討 した。

⑤ 海外事業局の取り組み

> 当法人が暴力的過激派組織を受け入れ、彼らの脱過激化・社会復帰を促進するための手順とし

て RPAモデルを定めた。

> イエメンやマリなどの他国での駅Rプロジェクトの実施可能性について検討 し、現地調査を開

始した。

> 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の 感染拡大防止のための緊急支援をケニア・ソマリア

の2カ 国で令和元年 3月 末から実施し、食糧支給や困窮家庭への現金給付支援を実施した。

(2)国内における活動

> 栃木県西真岡市の西真岡子どもクリニックと連携 して不登校の児童生徒への遠隔での学習支援

を実施 した。年 3回 にわたり現地訪問・対面でのセッションも実施 した。

> 継続個人寄付者が累計 320名 を超えるとともに、大手金融機関との連携事業や寄付付き商品

の開発など、法人寄付の事例を開拓 した。

> 講演やメディア出演による啓蒙活動に積極的に取 り組み、講演 16回、新聞掲載 1回、テレ

ビ出演 3回、ラジオ出演 4回、記事掲載 11回 を実施 した。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【6,949】 千円)
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(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【 0 】千円)
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2019年度 貸借対照表
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崖1柿・ 1円

__」L_」L__ 小計・ 含計

現金

普通預金

1,349,841

9,217,354

2

(2)

日

10,567.195【A】 資 産 合 計 ①+②

2

ロ

272,379

816
当

B-2

10,567,1
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】
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2019年度 財産目韓

令和ユ年?ル

仰2中θ月11日
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1,349,841
9,217,

10,567,【A】 資 産 合 計 ①+②

【B-1】 負 債 合 計 ③+④

10.騎 7,
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ―【B-1】



事業報告用

令和元年度年間役員名簿

特定非営利活動 iiA Accept Internat iona I

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

Й 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□ 各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役名
どちらかにO

(フ リガナ)

住所又は居所
前事業年度内の

就任期間

報酬 を受けた期間

(該当者のみに記入)氏名

1
・監事

ナガイ ヨウスケ 2019年

2020年

4月  1日

3月 31日

2018年  4月  1日

2019年  3月 31日
水井 陽右

2

クロダ サキ
2019■ヨ

2020年

4月  1日

3月 31日

年

年

月

月

日

日黒田 早紀

3 〇
監事

シノハラ ユウジ
2019年

2020年

4月  1日

3月 31日

年  月  日

年  月  日篠原 雄之

4 o監
事

カメタカ コウヘイ
2019年

2020生F

4月  1日

3月 31日

年  月  日

年 月 日亀鷹 皓平

5
′
´~｀

ヽ

理事く監フ
クニヨシ タイ リク 2019年

2020年

4月  1日

3月 31日

脅1  月   日

年  月  日国吉 大陸

6 理事 。監事

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

7 理事・監事

年  月  日

年 月 日

年  月  日

今:   月   日

8 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

9 理事・監事

年

年

月

月

日

ロ

年 月

月

日

日年

10 理事・監事

年

年

月

月

日

日

41  月   日

年  月  日

〇
監事



書式第4号 (法第 10条・第28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人 Ac Internat iona I

氏   名 住 所 又 は 居 所

1
秋葉 光恵

2
山田 奈津子

3 黒澤 かおり

4 岡村 朋哉

5
麻生 几

6 原 京花

7 児玉 弘毅

8 穂波 幸樹

9 熱田 瑞希

10 榊原 麻由

11

12




